
豊橋市地球温暖化対策地域推進計画の改訂について（現行計画からの主な変更内容）

方針Ⅰ エネルギーを賢く使おう

①節電・省エネを実践する
○エコファミリー
◎うちエコ診断

②建物の省エネ化を進める
●家庭用エネルギー設備補助
○公共施設省エネ改修

１．３８万市民のエコライフ実践運動

２．低炭素型事業活動の推進

現行計画 改訂後の計画

◎：新たに計画に位置付け ●：取り組みを拡充 ○：継続

省エネ関係など主要な取り組み項目をまとめつつ、総合計画分野別計画と整合（方針Ⅰ～Ⅲ）
その他、温対法で記載すべき事項（方針Ⅳ）と環境教育（方針Ⅴ）を掲載

【目標】 温室効果ガスを
2020年度に1990年度比▲25％削減

【目標】最終エネルギー消費量を
2030年度に2005年度比▲23％以上削減

【主要施策】
（緩和策）

国の約束草案にあわせた目標年次の設定

節電などの削減努力を直接的に反映できる
最終エネルギー消費量を目標値として設定

【主要施策】
（緩和策）

参考資料１

方針Ⅱ 新しいエネルギーを生みだそう

方針Ⅲ 地球にやさしい乗り物を使おう

方針Ⅳ 緑や資源を大切にしよう

◎うちエコ診断
●節電・省エネチャレンジ
●環境負荷低減に取り組む企業への支援
○市の節電・省エネ行動

①再生可能エネルギーの普及を進める
●再エネ設備導入補助
◎バイオマス資源利活用施設

②自動車を賢く使うライフスタイルに転換する
●次世代自動車導入支援
○エコドライブの推進

①自家用車に頼らないまちづくりを進める
●公共交通の利用促進
●自転車活用の推進

①森林や農地を保全し、都市の緑化を充実する ②ごみ減量やリサイクルを進める

○公共施設省エネ改修

５．公共交通を軸とした低炭素型まちづくりの推進

２．低炭素型事業活動の推進

４．再生可能なエネルギーの有効活用

６．５３０活動の推進

３．環境配慮型建築の推進

方針Ⅴ 地球環境への理解を進めよう

①森林や農地を保全し、都市の緑化を充実する
○除間伐推進
○緑のカーテン
◎木質燃料利用促進

②ごみ減量やリサイクルを進める
●ごみ減量・リサイクルの啓発
○530運動の推進

①地球温暖化についての意識を高める
○環境イベントの開催
○出前講座の開催

８．環境教育の充実

７．森林の保全・育成、都市緑化の充実

９．市自らの率先的な取り組みの充実 ※ 市の取り組みは、方針Ⅰ～ Ⅴにふくまれる

◎適応策の対応方針

豪雨・大雨被害の防止、熱中症・感染症などの防止、農業・生態系への影響軽減

【主要施策】
（適応策）


